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「平成 30年 7月豪雨」への今後の対応について 

１ 対 応 

 (1) 上田市災害支援本部の設置 

   市では現在、「東北地方太平洋沖地震」・「長野県北部の地震」に係る災害支援本部と「平成 28

年熊本地震」に係る災害支援本部を統合し、「上田市震災支援本部」を設置して支援に取り組んで

いる。今回の豪雨災害への支援は、「上田市震災支援本部」を「上田市災害支援本部」と名称変更

し、当該支援本部で震災対応と一本化して対応する。 

 

(2) 県と市町村の連携による支援 

  ア 経 過 

・7 月 9 日 総務省から長野県に尾道市への支援要請の連絡がある。 

・7 月 11 日 広島県から長野県に情報収集のための先発隊の派遣要請がある。 

・7 月 12 日 県職員 3 名が尾道市で情報収集を開始。 

・7 月 13 日 県は「チームながの」による支援の実施を県市長会と県町村会に確認。 

・7 月 17 日 県は「チームながの」の協定（長野県合同災害支援チームによる被災県等への支援

に関する協定）に基づき、市町村(全 10 ブロック)と連携した約 1 か月の人的支援(職

員派遣)の実施を決定。（第 1 陣は諏訪ブロック、上田市は第 2 陣（上小ブロック）） 

・7 月 18 日 第 1 陣出発式 

 

イ 上小ブロック職員派遣 

(ｱ) 業務内容  災害査定に向けた技術的助言、査定設計書の作成支援 

(ｲ) 班編成   1 班 3 名（尾道市職員、派遣職員、コンサル会社各 1 名） 

(ｳ) 派 遣 先  広島県尾道市 

(ｴ) 派遣期間  平成 30 年 7 月 23 日（月）～7 月 29 日（日）（23、29 日は移動日） 

(ｵ) 派遣職員  上田市土木技術系の職員 2 人（ほか県 3 人、東御市 1 人） 

 

(3) 消防の広域応援（緊急消防援助隊） 

   上田地域広域連合消防本部も登録する緊急消防援助隊(長野県隊)への出動要請は無い。 

 

(4) 水道の給水等の支援 

   日本水道協会中部支部からの給水車派遣の照会は無い。 

 

(5) 義援金 

ア 募金箱設置 （本庁舎、丸子･真田･武石･豊殿･塩田･川西各地域自治センター（計 7 箇所）） 

   イ 設置期間  平成 30 年 7 月 12 日から 12 月 1 日まで 

  ウ 送付    日本赤十字社を通じて被災地へ届けられる。 

 

２ 今後想定される支援 

   県先遣隊の情報では物的支援は現時点では必要ないとのことであるが、今後、知事会、市長会等

からの要請があった場合は対応する。 
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